
全国ろうあ者体育大会補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、全国ろうあ者体育大会に出場する選手の派遣
に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 
（定義） 

第２条 この要綱において、選手とは、財団法人全日本ろうあ連盟が主催する全国ろ
うあ者体育大会に愛知県選手団として出場する市内在住の聴覚障がい者をいう。 

 
（補助金の交付目的） 

第３条 この補助金は、選手の派遣に必要な経費を補助することにより、聴覚障がい
者の自立支援及び福祉の向上を図ることを目的とする。 

 
（補助事業者） 

第４条 この補助金は、一般社団法人愛知県聴覚障害者協会を補助金の交付対象者と 
 する。 
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助金の対象としない。 
（１）補助事業者の役員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 
  ３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（次号において「暴力団員」 
  という。）となっている場合 
（２）補助事業者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号 
  に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する場合 
 

（補助事業） 
第５条 補助金の交付対象となる事業は、選手の派遣事業とする。 
 

（補助対象経費及び補助額） 
第６条 補助対象経費及び補助額は別表によるものとし、予算の範囲内において、毎

年度補助金の額を決定するものとする。 
 



（交付申請の期日） 
第７条 規則第４条に定める交付申請は、事業開始前までに行わなければならない。 
 

（交付決定の取消し） 
第８条 市長は、この補助金の補助事業者が不正の手段により補助金の交付決定を受

けた場合又は第４条第２項各号に掲げる場合に該当することが判明した場合は、交
付決定を取り消すものとする。  

 
 （委任） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 
 

付 則 
（施行期日） 

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 
 
別表（第６条関係） 

補助対象経費 補助額 
選手の派遣に要する費用（消費税及び地方消費税に相当す

る額を除く。）のうち、次により算出した額の合計額とする。
ただし、選手の数は３０名を限度とする。 
１ 旅費 

豊田市から開催地までの往復旅費×選手の数。 
ただし、旅費の算出にあたっては、最も経済的な通常の経
路及び方法によるものとし、豊田市旅費条例（昭和４１年
条例第１号）別 表 第 ２ 号 に 規 定 す る 支 給 対 象 者 に つ
い て 算出した額を 限 度 と す る 。  

２ 宿泊費 
愛知県の 1 人当たり補助基準額×選手の数×宿泊数。 
ただし、宿泊数は３泊を上限とする。 

補助対象経費の４
分の１とする。た
だし、１，０００
円未満は切り捨て
る。 

 


